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※本書は、主にヘルプ「対応内容」より抜粋して作成しています。 

･･･････････２ 

･･･････････９ 

４ 
 章 

ダイレクト納付利用届（国税・地方税） 

第  
源泉所得税のダイレクト納付手順 
 

･･･････････１４ 

 

･･･････････２５ 

 



 
 
 
 

ダイレクト納付を利用するためには、事前に次の準備が必要です。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１章 ダイレクト納付（国税・地方税） 

国税庁ホームページ 

「利用可能金融機関一覧」：https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/kinyu.htm 

国税庁ホームページ「ダイレクト納付(e-Tax による口座振替)の手続」： 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm 

 

ｅＬＴＡＸホームページ 

・共通納税とは 

http://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/gaiyou/ 

・共通納税対応金融機関 

https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/kinyukikan/ 

 

 
  

準備① ダイレクト納付をおこなう金融機関の口座の準備 

準備② ダイレクト納付の届出を提出 

 『国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダ

イレクト方式電子納税届出書』を税務署に提出 

＜法人＞書面での提出 

（利用可能となるまで１か月程度） 

＜個人＞オンライン可能（e-Tax） 

（オンラインの場合：利用可能となるまで 

1 週間程度） 

 

ＰＣｄｅｓｋで口座を登録し、 

『地方税ダイレクト納付口座振替依頼書』を印刷後、

押印（金融機関届出）し、金融機関へ送付 

（審査には一定の期間(10～30 日)がかかります。） 

 

準備③ ダイレクト納付登録完了確認 

 顧問先のメッセージボックスに、『ダイレクト納付

登録完了通知』が届きます。 

 

メッセージボックスに「口座登録通知（審査結果）」が

届きます。 

 

 

 

※税理士の「利用者ＩＤ」または顧問先の「利用者Ｉ

Ｄ」で確認可能 

 

Ｐｏｉｎｔ 
【国税】ダイレクト納付と【地方税】

ダイレクト納付との違い 

・納付に関する代理行為の承認が必要

です。 

・納付情報の発行（どこにいくら納付す

るか？）が必要です。 

※自動ダイレクトは国税のみです。 
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（１）電子申告実施者の決定 

会計事務所が代理で電子申告をおこなうか、企業が電子申告をおこなうかを決定します。 

企業が電子申告（自主申告）をおこなう場合は、電子証明書の準備が必要です。 

企業内で既に取得されている可能性もありますので確認が必要です。 

※自主申告の場合の電子証明書例※ 

マイナンバーカード等、電子証明書の認証局（発行機関）は複数あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Tax 電子証明書の取得：https://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyo/systemriyo2.htm 

eLTAX 電子証明書の準備：https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/denshisyoumeisyo/ 

マイナンバーカード交付申請：https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse-smartphone/ 

 

（２）電子申告開始届の提出 

電子申告を開始する際は、国税・地方税それぞれ届出が必要です。企業内で既に取得されている可能

性もありますので確認が必要です。 

【国税】「電子申告・納税等開始届出書」を提出し、「利用者識別番号」を取得します。 

    ・会計事務所：郵送などで所轄税務署へ提出、又は、国税庁 e-Tax ホームページから提出 

    ・企業：会計事務所で「e-PAP 電子申告」を利用して提出、又は国税庁 e-Tax ホームページから提出 

【地方税】「利用届出」を送付し、利用者 ID を取得します。 

・会計事務所：eLTAX ホームページから提出 

・企業：会計事務所で「e-PAP 電子申告」を利用して提出、又は eLTAX ホームページから提出 

※「e-PAP 電子申告」令和２年度強化版ライセンスが必要です。 

 

e-Tax 開始届出書：https://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/kaishi3.htm 

eLTAX 利用届出：https://www.eltax.lta.go.jp/riyoutodokede/ 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 事前準備（届出等） 

Ｐｏｉｎｔ 

・ダイレクト納付には【国税】利用者識別番号・【地方税】利用者 ID が必要です。 

・【国税】ダイレクト納付利用までに、「納税用確認番号及び納税者用カナ氏名・名称登録」

（必須）及び「メールアドレスの登録」（推奨）をしてください。 
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(３)－１納税関連の情報 

 

＜国税・地方税＞ 
「国税・地方税キャッシュレス納付推進全国宣言式」について 

 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/cashless_sengen.htm 

 

国税庁や総務省などの関連省庁で作成されたパンフレットが公開されています。 

(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/0025008-032.pdf) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜地方税＞ 

 地方税お支払サイトとは、ご自宅やオフィスに届く納付書に印刷された、eL-QR や eL 番号を使い、 

スマートフォンやパソコンで地方税をお支払いいただけるサイトです。 

（https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser） 

全国の地方公共団体でクレジットカードを利用したお支払いが可能です。 

 

地方税お支払いサイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各自治体ホームページ 
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（３）－２ 納付手続き方法について 

 電子納税(インターネットバンキング等)または、ダイレクト納付をするかなど手続き方法を決定します。 

日税連 HP 『電子申告 Q&A-納税の方法』より 

 https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/auth/faq/n6/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【e-Tax】電子納税と e-PAP 電子申告の対応状況       

 

 

 

国 

 

税 

納付手段 対象税目 e-PAP 

キャッシュレス納付 ダイレクト納付（e-Tax による口座振替） 全税目 〇 

自動ダイレクト機能(令和 6年 4月 1 日以降) 全税目 〇 

振替納税（個人のみ） 所得税、消費税 〇 

ＡＴＭ・インターネットバンキング等 全税目 〇 

クレジットカード納付 全税目 - 

スマホアプリ納付 全税目 - 

キャッシュレス納付 

以外の納付方法 

コンビニ納付（ＱＲコード） 全税目 - 

コンビニ納付（バーコード） 全税目 - 

窓口納付（納付書） 全税目 △ 

 

※1 

※2 
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【eLTAX】共通納税と e-PAP 電子申告の対応状況   

 

 

 

地 

 

方 

 

税 

納付手段 対象税目 e-PAP 

PC-Desk から納付 ダイレクト方式 法人税・個人住
民税・事業税 

〇 

インターネットバンキング 法人税・個人住
民税・事業税 〇※1 

クレジットカード納付 法人税・個人住
民税・事業税 

- 

【納付書】 

地方税お支払サイトか

ら納付 

口座引落（ダイレクト方式） 
※電子申告 利用者ＩＤが必要 

全税目 - 

クレジットカード納付 全税目 - 

ＡＴＭ・インターネットバンキング等 全税目 - 

【納付書】 

スマホアプリから納付 

 

スマホ決済 

 

全税目 

 

- 

【納付書】 窓口納付（納付書） 全税目 〇 
※1.メッセージボックスに表示されるPay-easy（ペイジー）情報を利用する 
※2. https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm 

参考 

・【国税】受信通知～納付の場合～ 

   e-PAP 対応有無にかかわらず備考欄にメッセージが表示されます。 

 

 

クレジットカード納付など上記以外の手続きについては、国税庁/ e-Tax / eLTAX  / 

地方税お支払いサイト ホームページをご参照ください。 
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm 

https://www.e-tax.nta.go.jp/nozei.html 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm#a06 

https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/gaiyou/ 

https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser 

● キャッシュレス納付利用時の注意事項 ● 
・ダイレクト納付、電子納税では領収証書は発行されません。 

e-Tax よくある質問より ：https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/direct/13.htm 

 

 

 

 

 

 

 

※支払確認書類やクレジットカードの利用明細、 

銀行や電子決済の取引履歴などを入手する必要があります。 

 

<クレジットカード納付> 

・クレジットカード納付では、国税・地方税ともに支払額に 

応じた決済利用料がかかります。 ※シミュレーション計算可能。 

国税クレジットカードお支払いサイト: 

https://koukin.f-regi.com/fc/kokuzei_direct/ 

地方税クレジットカード納付サイト： 

https://eltax.f-regi.com/fc/relay/payment/calculate 
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 【国税】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他は、クレジットカード納付のＱＡをご参照ください。 

 国税：https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/credit_qa.htm#a15 

 地方税：https://eltax.f-regi.com/fc/relay/payment/faq 

 

<スマホアプリ納付> 

 ・スマホアプリ納付では、納付金額が 30 万円を超える場合は利用できません。さらに Pay 払いご

とに上限を設定している場合があります。 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm 

 ・スマホアプリから納付する場合、e-Tax を経由してい 

ただくことで、「国税スマートフォン決済専用サイト」 

では、住所や氏名等の情報を入力することなく簡単に 

納付手続を完了することができます。  

   

 

 

・対応アプリは以下を参照ください。 

  【国税】 

  

 

 

 

  【地方税】https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser?id=payment_application 

 

 その他は、スマホアプリ納付のＱＡ等をご参照ください。 

  国税：https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/smartphone.htm 

  地方税：地方税お支払いサイトよくある質問 
     

https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser?id=kb_search&kb_knowledge_base=52fd8
47b1b3e4550bf1587f7cc4bcb3a&spa=1&kb_category=ca3979951bc5a5508b1dece9bc4bcb48 

 

 

 

 

【地方税】 

スマホアプリ納付のリーフレット： 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/ 

smartphone_nofu/pdf/leaflet.pdf 
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(３)－３【国税】自動ダイレクト利用有無の決定 

■自動ダイレクト納付とは 

電子申告等データを送信する際に、必要事項にチェックするだけで、各申告手続の法定納期限当日

（法定納期限当日に申告手続をした場合は翌取引日）に自動的に口座引落しにより納付ができる、

便利なダイレクト納付の方法です。 

＜利用条件＞ 

・税理士と納税者間で委任関係を登録していること（代理申告で複数口座を利用する場合） 

・ダイレクト納付利用届出書を提出し、登録が完了していること 

・法定納期限内に申告手続をすること 

＜利用可能額＞ 

法定納期限前日までに申告手続をおこなった場合は、各金融機関の利用可能額が上限となります。 

法定納期限当日に申告手続をおこなった場合は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

申告期限を延長している場合 

e-Tax よくある質問より ：https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/direct/54.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

・国税庁ホームページ：自動ダイレクト 
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm#jidoudirect 

・国税庁ホームページ：■自動ダイレクト対象手続（ＰＤＦ） 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/0024001-051_01.pdf 

※期限後申告、修正申告、準確定申告には対応していません。 

・国税庁リーフレット：令和６年４月から自動ダイレクト納付が始まります！（ＰＤＦ） 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/0024001-051.pdf 

・ｅ－Ｔａｘホームページ：「ダイレクト納付（e-Tax による口座振替）」についてよくある質問 

https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qaindex/yokuaru_direct.htm 

※Ｑ＆Ａが掲載されています。 

 

 

 

 

 

法定納期限当日に手続きをする場合 納税額 

令和６年４月１日～令和８年３月３１日 １,０００万円以下 

令和８年４月１日～令和１０年３月３１日 ３,０００万円以下 

令和１０年４月１日以降 １億円以下 
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 (３)－４ ダイレクト納付口座の決定 

ダイレクト納付のサービスを提供する金融機関に口座の準備 

利用可能な金融機関は、下記でご確認ください。 

【国税】 国税庁ホームページ「利用可能金融機関一覧」： 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/kinyu.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地方税】 ｅLTAX 共通納税対応金融機関 

https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/kinyukikan/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)－５ 納付指示者の決定 
ダイレクト納付をおこなう場合、会計事務所が代理で納付指示をおこなうか、企業が自主納付を

おこなうか決定してください。 

会計事務所が代理で納付指示をおこなう場合、地方税では承認申請が必要です。(付録参照) 

企業が自主納付する場合は、申告データを電子申告後、e-Tax のメッセージボックスに格納された

メッセージに従って電子納税をおこなってください。 

 
 

ダイレクト納付利用届出書につい

ては、第 3章を参照してください。 
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第 3 章 ダイレクト納付利用届（国税・地方税） 

  

(１) 利用届出 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 金融機関の口座の準備 

② 『国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国

税ダイレクト方式電子納税届出書』の提出 

③メッセージの受信 

（ダイレクト納付登録完了） 

 

会 計 事 務 所 顧 問 先（納 税 者） 

「顧問先」のメッセージボックスに、 
“ダイレクト納付登録完了通知”が届き
ます。 

顧問先から“ダイレクト納付登録完了”の

連絡をもらいます。 

 

ダイレクト納付をおこなう口座情報の登録 
ｅＬＴＡＸで、ダイレクト納付をおこなう口座情報を
登録します。 
登録後、『地方税ダイレクト納付口座振替依頼書』を
印刷し、顧問先へ送付します。（顧問先で、顧問先の
利用者ＩＤでログインして、出力することもできま
す。） 

会 計 事 務 所 

顧 問 先（納 税 者） 
『地方税ダイレクト納付口座振替依
頼書』に押印し、金融機関へ送付し
ます。 

顧 問 先（納 税 者） 

【国 税】 

【地方税】 

地方税のダイレクト納付については、「付録：地方税 納付処理～事前準備～」で説明しています。 

同じ金融機関に提出する場合は、Ｐ．２８～Ｐ．２９をおこなってください。 
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(２) 【国税】ダイレクト納付利用届出書 
 

ダイレクト納付利用届出書を提出する方法は、オンラインで提出する方法と、書面で提出する方法

があります。個人の場合は、オンラインでも提出可能ですが、法人の場合は書面のみとなります。 

 

～ダイレクト納付の利用届出書を税務署へ提出する方法～ 

 

①国税庁ホームページへアクセスし、ホーム画面「税の情報・手続・用紙」“納税・納税証明書    

手続”を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②“納税に関する総合案内”を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

③納税に関する総合案内のページが表示されたら、下にスクロールし「①国税の納付手続」の【ダイ

レクト納付】を選択すると、「ダイレクト納付（e-Tax による口座振替）の手続」が表示されま

す。 
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④-1個人の場合【オンライン・書面】 

   個人事業者の方の場合はオンラインで提出する方法と、書面で提出する方法があります。 

   

「個人の方の納付手続（事前準備）」の“3.ダイレクト納付利用届出書のオンライン提出”に【ダ

イレクト納付利用届出書オンライン提出の流れ】が記載されていますので、ご確認の上提出して

ください。オンライン提出の場合、利用可能となるまで 1 週間程度かかります。 

 

   書面での提出の場合は、提出方法と様式が掲載されていますので、内容をご確認いただき、届出

書を作成の上、所轄税務署へ提出してください。書面提出の場合、利用可能となるまで 1か月程

度かかります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-2 法人の場合【書面のみ】 

法人の場合は書面で提出する方法のみとなります。 

   

「法人の方の納付手続（事前準備）」の“3.ダイレクト納付利用届出書の書面提出”に、提出方

法と様式が掲載されていますので、内容をご確認いただき、届出書を作成の上、所轄税務署へ

提出してください。利用可能となるまで 1 か月程度かかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

国税庁ホームページ「ダイレクト納付(e-Tax による口座振替)の手続」： 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm 

 

 

 

 

 

『ダイレクト納付の利用届出書』に、利用

する金融機関の記載が必要です。 

個人の場合 

法人の場合 

顧問先が『ダイレクト納付利用届出書』を提出すると、顧問先のメッセージボックスに、“ダイレ

クト納付登録完了通知”が届きます。 

 

 

受信通知が届いたら、ダイレクト納付がおこなえます。 
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（３）【国税】自動ダイレクト口座の選択～複数口座がある場合のみ～ 

 

＜顧問先＞ 

① ダイレクト納付の口座を複数登録している場合は、自動ダイレクト納付をおこなう口座を設定

します。 

納税者の利用者識別番号でログインし、受付システムでおこないます。 

※口座登録が１件の場合は、登録口座が自動ダイレクト設定の納付口座になるため、設定は不

要になります。 

 

 

 

 

 

● 自動ダイレクト納付をおこなう口座の選択 ● 

➊マイページの［還付・納税関係］を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

➋ダイレクト納付欄の「自動ダイレクト設定」を確認します。 

基本口座を変更したい場合は、［自動ダイレクト設定を行う］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

➌ダイレクト納付をおこなう口座を選択して、［設定する］を選択してください。 

 納付口座が１つの場合は自動で登録されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しい操作方法は、ｅ

－Ｔａｘのマニュアル

やヘルプで確認してく

ださい。 
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② 自動ダイレクト納付をおこなう場合は、グループメニュー内『01．国税 準備処理』⇒『62．

委任関係登録（申告お知らせ転送設定）』で、税理士と顧問先で委任関係の登録をしてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ダイレクト納付の口座登録が１件の場合は、委任関係を登録しなくても自動ダイレクト納付が

おこなえます。 

ただし、委任関係を設定していない場合は、自動ダイレクト納付をおこなう時に、引落口座の

情報が確認できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委任関係の設定方法は、 

電子申告ヘルプ目次［【国税】電子申告を知ろう］⇒［運用説明］ 

⇒【国税】委任関係登録（申告のお知らせ転送設定） 操作説明≫ 

で確認できます。 

「引落口座」に“設定済”と表示されます。 

委任関係を設定している場合 

引落口座の情報が表示されます。 
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⑦ダイレクト納付 

⑧メッセージの受信（ダイレクト納付手続き完了） 

④電子申告データの作成 

⑤電子申告データの送信（申告） ←自動ダイレクトの場合はこのあと指示(Ｐ．１８) 

⑥メッセージの受信（申告完了） 

①金融機関の口座の準備 

②『国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国

税ダイレクト方式電子納税届出書』の提出 

③メッセージの受信 

（ダイレクト納付登録完了） 

 

会 計 事 務 所 顧 問 先（納 税 者） 

「顧問先」のメッセージボックスに、 
“ダイレクト納付登録完了通知”が届
きます。 

顧問先から“ダイレクト納付登録完了”の

連絡をもらいます。 

第 4 章 源泉所得税のダイレクト納付手順 

※源泉所得税は「納付情報登録依頼」の受信通知
が届きません。 

ダイレクト納付登録完了通知が届いている場合は、④電子申告データ作成からおこなってください。 

（１）処理の流れ 

“F9:ダイレクト納付” 
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（２）メニュー 

e-PAP 年末調整システム 

給与計算 Plus、e-PAP 給与計算と自動連動を行っている場合 
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① 年末調整システム『01．会社情報登録・訂正』を選択し、作成する納付書の種類（毎月用・半期

特例用）を設定します。 ※初回のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

②年末調整システム『41．納付書入力・出力』 を選択し、納付書を作成する月の給与明細・賞与明

細入力後、納付書を作成します。 

【毎月用の場合】 

 例）12月分の納付書作成する場合 

   月の選択で12月を選択後、集計ボタンを押してください。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給与計算システム『05.年末調整関連処理』→『01.会社情報登録・訂正』より起動 

 

 

給与計算システム『05.年末調整関連処理』→『41.納付書入力・出力』より起動 

 

『21.社員データ入力』【給与データ入力】で入力し

た 12 月分の給与データが連動されます。 

（３）手順 
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【半期特例用の場合】  

例）上期(1～6月)分の納付書作成する場合 

上期を選択後、月の指定で１月・６月をそれぞれ選択し集計ボタンをおしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③年末調整システム『98.国税』を選択し、電子申告データの作成・送信がおこないます。  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③「F9 送信」を選択します。 

②「申告データ作成」を選択します。 

※署名添付は不要です。 

 

給与計算システム『05.年末調整関連処理』→『98.国税』より起動 

 

① 「源泉所得税」を選択します。 

『21.社員データ入力』【給与データ入力】で入力した

1 月分～６月分の給与データが連動されます。 
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①「Ｆ９送信」後、【国税庁 受付システムへのログイン】が表示された場合は、会計事務所の利用者識
別番号でログインしてください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「自動ダイレクト」の“申告した納付額について、自動ダイレクトを利用し、選択した口座からの引き落としにより

納付する”を選択（✓）します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③自動ダイレクト納付がおこなえる場合は、引落日等が表示されます。 

確認し［ＯＫ］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
口座を変更したい場合に選択してください。 
ｅ－Ｔａｘで変更します。 
納税者（顧問先）の利用者識別番号でログインして、
ｅ－Ｔａｘソフトでおこなってください。 

 
※会計事務所の利用者識別番号でログインしている
場合は、［口座の選択・変更］は選択できません。 

選択（✓）すると、自動ダイレクト納付
がおこなえるかをチェックします。 

自動ダイレクト納付がおこなえない場合
は、右の【エラーメッセージ】が表示さ
れます。 

 

企業の利用者識別番号でログインしてください。 
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④メッセージが表示されます。内容を確認し、［はい］を選択します。 

［はい］を選択すると、電子申告データの送信とダイレクト納付の手続きがおこなえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤メッセージボックスの受信通知（給与所得・退職所得等の所得税徴収・・・）の「選択のメッセ

ージ内容」を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥納付（引き落としが完了）すると、メッセージボックスの「選択のメッセージ内容」が更新され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“引き落としが完了しました。” 
（引き落とし完了） 

「会計事務所」「顧問先」の両方に届きます。 

Ｐｏｉｎｔ 
納付の取り消しや、納付日の変更をおこなうことができます。 

 

“引き落としを行います。” 
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● 『自動ダイレクト確認書』の印刷 ● 

【自動ダイレクト・メッセージボックスフォルダ選択】で［印刷］を選択すると、『電子申告自

動ダイレクト確認書』が出力できます。 

 

また、電子申告 VerR06.5 より【メッセージボックス】の「Ｆ７プレビュー」を選択すると、２

ページ目にも出力されます。 

引落日等が記載されているため、顧問先への自動ダイレクト納付を実施したことを連絡する時に

利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※『自動ダイレクト確認書』は、【電子申告完了報告書出力】から印刷することもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
【電子申告完了報告書出力】が表示されません。 

【自動ダイレクト・メッセージボックスフォルダ選択】 

または【メッセージボックス】より出力してください。 

 

XX 
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申告後、すぐに納付する場合 

①電子申告データ送信後、メッセージボックスに届いた「手続き名」が“給与所得・退職所得等の

所得税徴収・・・”の受信通知を選択し、［Ｆ９：ダイレクト納付］を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②【電子納税】の「納付指示」で“今すぐ納付”を選択し、［送信］を選択します。 

※ダイレクト納付で利用する預貯金口座が複数ある場合は、引き落とし口座を選択後、［送信］

を選択します。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ダイレクト納付指示確
認書』が印刷できます。 
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② メッセージボックスの「選択のメッセージ内容」が更新されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 納付（引き落としが完了）すると、メッセージボックスの「選択のメッセージ内容」が更新さ

れます。 

④  

 

 

 

 

※また、メッセージボックスには、「納付完了」のメッセージが別途、届きます。 

 

 

 

申告後、納付日を指定して納付する場合（納付予約） 

①電子申告データ送信後、メッセージボックスに届いた「手続き名」が“給与所得・退職所得等の

所得税徴収・・・”の受信通知を選択し、［Ｆ９：ダイレクト納付］を選択します。 

グループメニュー内『02．国税 申告処理』⇒『34．メッセージボックス』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“引き落とし処理中です。” 
（ダイレクト納付手続き完了） 

“納付してください” 

「会計事務所」「顧問先」の両方に
届きます。 

“引き落としが完了しました。” 
（引き落とし完了） 
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②【電子納税】の「納付指示」で“納付日を指定”を選択し「納付日」を入力して、［送信］を選

択します。 

※ダイレクト納付で利用する預貯金口座が複数ある場合は、引き落とし口座を選択後、［送信］

を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 ③メッセージボックスの「選択のメッセージ内容」が更新されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④納付（引き落としが完了）すると、メッセージボックスの「選択のメッセージ内容」が更新さ

れます。※また、メッセージボックスには、「納付完了」のメッセージが別途、届きます。 

 

 

 

 

「会計事務所」「顧問先」の両方に届きます。 

『ダイレクト納付指示確
認書』が印刷できます。 

 

指定した「納付日」の前日までに、引き落としをおこなう口座（届出をおこなっている口
座）に、「納付金額」を準備してください。 

“ダイレクト納付を受け付けま
した。指定した期日に登録口座
から引き落としを行います。” 
（ダイレクト納付手続き完了） 

“引き落としが完了しました。” 
（引き落とし完了） 
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※『ダイレクト納付指示確認書』の印刷 

【電子納税】で［印刷］を選択すると、『ダイレクト納付指示確認書』が出力できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ｐｏｉｎｔ 
納付日を指定してダイレクト納付をおこなった場合は、納付の取り消しや、納付日の

変更がおこなえます。 
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電子申告（地方税） 

 

 

付録：地方税 納付処理～事前準備～ 

１．ｅＬＴＡＸの共通納税の概要 

地方税の納税を地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、自宅やオフィスでパソコンから

インターネットを通じて簡単におこなうことができます。 

＜メリット＞ 
①すべての都道府県、市区町村を対象として、複数の地方公共団体へ一括して電子的に納税する

ことができ、納税事務の負担が軽減されます。 

②電子申告をおこなった申告情報や特徴税額通知データを共通納税システムに引き継いで納税す

ることができます。 

③事前に登録した金融機関口座を指定して、地方税を直接納税することができます。 

（ダイレクト納付） 

④地方公共団体が指定する金融機関以外の金融機関からも納税できます。 

⑤共通納税することによる手数料は無料です。 

● ダイレクト納付とは... ● 

利用者が事前に登録した金融機関口座から、支払金額を引き落とし、納税する方法のことをい

います。 

インターネットバンキングの契約が不要で、代理人に依頼して納付することもできます。 

また、納付期日を指定する場合に便利です。 

ダイレクト納付をおこなう場合は、ＰＣｄｅｓｋで口座情報の登録が必要です。 

ＰＣｄｅｓｋから印刷した書類に押印（金融機関届出印）して金融機関に郵送し、金融機関の

審査が完了すると、ダイレクト納付がおこなえます。金融機関の審査には一定の期間が必要で

す。 

ダイレクト納付をおこなった場合、紙面での領収書は取得できません。 

納付が完了すると、納付完了通知がメッセージボックスに届きます。 

詳しくは、ｅＬＴＡＸホームページをご覧ください。 

・共通納税とは 

https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/gaiyou/ 

・地方税共通納税システムがスタート 

https://www.eltax.lta.go.jp/news/00601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ｅ-ＰＡＰ電子申告』での対応 

税理士が顧問先のダイレクト納付をおこなうことができます。 

メッセージボックスに＜ペイジー情報＞が届きますので、ペイジー（    ）を利用して納

付することもできます。 

＜対応税目＞ 

・法人都道府県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税 

・法人市町村民税 

・個人住民税（特別徴収） 
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電子申告（地方税） 

 

 

 

２．納付処理メニュー 

納付処理は、【電子申告システムメニュー】のグループメニュー内『05．地方税 申告処理』⇒『41．

納付情報発行依頼・納付』でおこないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｏｉｎｔ 
国税のダイレクト納付との違い 

・納付に関する代理行為の承認が必要です。 

・納付情報の発行（どこにいくら納付するか？）

が必要です。 

※自動ダイレクトは国税のみです。 

 

①～③を順におこないます。（Ｐ．３ 参照） 

● 顧問先で納付処理をおこなう場合 ● 
②は不要です。 
また、③は、顧問先の「利用者ＩＤ」でログ
インし、各処理をおこなってください。 

① 
 
 

② 

 

 

 
 
 

③ 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

③ 
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電子申告（地方税） 

 

 

 

３．納付処理の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダイレクト納付をおこなう口座情報の登録 
ｅＬＴＡＸで、ダイレクト納付をおこなう口座情報
を登録します。（Ｐ．４ 参照） 
登録後、『地方税共同機構ダイレクト納付口座振替依
頼書』を印刷し、顧問先へ送付します。（顧問先で、
顧問先の利用者ＩＤでログインして、出力すること
もできます。） 

税理士がダイレクト納付をおこなうことを、顧問先に承認してもらう 
①納税に関する代理行為の承認依頼（Ｐ．６ 参照） 

②納税に関する代理行為の承認（Ｐ．７ 参照） 

【納税に関する代理承認の承認依頼】 

納付情報の発行を依頼する 
・電子申告連動（Ｐ．８ 参照） 

電子申告データを基に、納付情報を
発行します。 

・見込・みなし納付（Ｐ．１０ 参照） 
見込・みなし納付をおこなう場合は、
納付金額を入力し、納付情報を発行
します。 

・個人住民税（特別徴収） 

（Ｐ．１３ 参照） 
『ｅ-ＰＡＰ給与計算』からデータを
引用して、納付情報を発行します。 

 

納付情報の確認・納付（ダイレクト納付）する 
発行した納付情報が表示されるので、
ダイレクト納付をおこないます。 

（Ｐ．２０ 参照） 

【ダイレクト納付指示】 

 

 

 

 

会 計 事 務 所 顧 問 先（納 税 者） 

『地方税共同機構ダイレクト納付口
座振替依頼書』に押印し、金融機関
へ送付します。 

「状態」が“承認済（発行依頼・
納付）”の場合、税理士が顧問先の
ダイレクト納付をおこなえます。 
メッセージボックスに、“ダイレク
ト納付登録完了通知”が届きます。 

【納付納入金額一覧】 

【納付情報確認】 

登録した金融機関が
表示されます。 
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電子申告（地方税） 

 

 

 

４．ダイレクト納付をおこなう口座情報の登録 

ダイレクト納付を利用するためには、口座情報の登録が必要です。 

口座情報の登録は、ＰＣｄｅｓｋでおこないます。 

●ダイレクト納付とは... ● 

利用者が事前に登録した金融機関口座から、支払金額を引き落とし、納税する方法のことをいい

ます。（Ｐ．１ 参照） 

ＰＣｄｅｓｋ 

①ＰＣｄｅｓｋにログインします。 

②【メインメニュー】で［納税メニュー］を選択します。 

＜税理士が顧問先の口座登録をおこなう場合＞ 

・【メインメニュー】で［代理人メニュー］を選択します。 

・【代理人メニュー】から［代理行為の実施］を選択します。 

・【納税者一覧】が表示されますので、処理をおこなう納税者を選択して［代理人として操作］

を選択します。 

・【代理行為メニュー】が表示されます。（選択した納税者が、画面上部に表示されます。）

［納税メニュー］を選択します。 

③【納税メニュー】が表示されます。［口座情報の登録］を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しい操作や、口座を変更したい場合の操作は、ｅＬＴＡＸのホームページに掲載されているＰＣ

ｄｅｓｋのマニュアルをご覧ください。（章番号は、更新される場合があります。） 

ｅＬＴＡＸホームページ： 

各種ドキュメント『ＰＣｄｅｓｋ利用者向け ＰＣｄｅｓｋマニュアル ガイド編』 

https://www.eltax.lta.go.jp/support/document/ 

・ＰＣｄｅｓｋ(ＤＬ版)ガイド「６ 納税の手続きを行う ６.１ 口座情報を登録・変更する」 

・ＰＣｄｅｓｋ(ＷＥＢ版)ガイド「８ 納税の手続きを行う ８.１ 口座情報を登録・変更する」 
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電子申告（地方税） 

 

 

 

 

④【口座情報入力】が表示されます。ダイレクト納付をおこなう口座の情報を入力します。 

⑤【口座情報登録結果】で［申込用紙印刷］を選択します。 

『金融機関宛の宛名ラベル』と『地方税共同機構ダイレクト納付口座振替依頼書』が印刷できま

す。 

・『金融機関宛の宛名ラベル』を、封筒にはってください。 

・『地方税共同機構ダイレクト納付口座振替依頼書』に、口座届出印を押印し、封筒に入れて金

融機関へ郵送してください。（控は、保管してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ｅ-ＰＡＰ電子申告』 

『【地方税】メッセージボックス』 

税理士の「利用者ＩＤ」または顧問先の「利用者ＩＤ」でログインしてください。税理士の「利用

者ＩＤ」でログインした場合は、「表示切替」で“納税者宛て”を選択してください。 

※顧問先の「利用者ＩＤ」でログインして口座登録をおこなった場合は、メッセージボックスも顧

問先の「利用者ＩＤ」でログインして確認してください。 

メッセージボックスに、「口座登録通知（仮登録）」の受

信通知がきます。 

 

 

 

※金融機関による審査が完了すると、ダイレクト納付が可能になります。 

審査には一定の期間がかかります。 
金融機関による審査が完了すると、メッセージボッ

クスに「口座登録通知（審査結果）」が届きます。 

「印鑑相違」「印鑑不鮮明」「口座番号相違」等が

あった場合は、ダイレクト納付がおこなえません。

必ず、審査結果を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

『地方税共同機構ダイレクト納付口座
振替依頼書』が出力できます。 

-29-



 

電子申告（地方税） 

 

 

 

５．顧問先へ納税に関する代理行為の承認依頼 

税理士が、顧問先のダイレクト納付をおこなうために、顧問先へ承認依頼をおこないます。 

『ｅ-ＰＡＰ電子申告』 

グループメニュー内『04．地方税 準備処理』 

⇒『62．納税に関する承認依頼／承認』の［納付に関する承認依頼＜税理士＞］ 

グループメニュー内『05．地方税 申告処理』 

⇒『41．納付情報発行依頼・納付』の［納税に関する代理行為の承認依頼］   

①グループメニュー内『04．地方税 準備処理』⇒『62．納税に関する承認依頼／承認』の［納付に

関する承認依頼＜税理士＞］または、グループメニュー内『05．地方税 申告処理』⇒『41．納付

情報発行依頼・納付』の［納税に関する代理行為の承認依頼］を選択します。 

②税理士の「利用者ＩＤ」でログインします。 

③【納税に関する代理行為の承認依頼】が表示されます。 

ダイレクト納付をおこなう税目の「指示」で“発行依頼・納付”を選択し、［Ｆ１０：開始］を

選択します。 

・初めて承認依頼をおこなう場合は、「指示」で“発行依頼・納付”が選択されています。 

・「指示」で“発行依頼”を選択した場合は、ダイレクト納付はおこなえません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④確認メッセージが表示されます。［はい］を選択します。 

 

 

 

 

 

⑤「状態」が“依頼中”になります。 

 

 

 

「納税税目」 
『ｅ-ＰＡＰ電子申告』で、ダイレクト納付
がおこなえる税目のみ表示されます。 

「指示」 
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電子申告（地方税） 

 

 

 

６．顧問先が納税に関する代理行為を承認（税理士が納税をおこなうことを承認） 

顧問先が、税理士にダイレクト納付を依頼することを、税目ごとに承認します。 

『ｅ-ＰＡＰ電子申告』 

グループメニュー内『04．地方税 準備処理』 

⇒『62．納税に関する承認依頼／承認』の［納税に関する承認＜顧問先＞］ 

グループメニュー内『05．地方税 申告処理』 

⇒『41．納付情報発行依頼・納付』の［納税に関する代理行為の承認］   

①［納税に関する代理行為の承認］を選択します。 

②顧問先の「利用者ＩＤ」でログインします。 

③【納税に関する代理行為の承認】が表示され、Ｐ．６で依頼があった納税税目が表示されます。 

税理士がダイレクト納付をおこなう税目の「指示」で“承認”を選択し、［Ｆ１０：開始］を選

択します。 

・承認依頼があった納税税目の「指示」は、初期値として“承認”が選択されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④確認メッセージが表示されます。［はい］を選択します。 

 

 

 

 

 

 

⑤「状態」が“承認済”になります。 

 

 

 

※【納税に関する代理行為の承認依頼（Ｐ．６）】の「状態」も、“承認済（発行依頼・納付）”

になります。 

 

 

 

「指示」 
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https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/tozei_nouzei 

●参考 東京都 キャッシュレス納税案内● 
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e-PAP ユーザーラウンジ ダイレクト納付 

  e-PAP ユーザーラウンジにて、ダイレクト納付についてまとめたページを公開しています。 
ユーザーラウンジでダイレクト納付のバナーを選択すると表示されます。情報は随時更新しています
のでご参照ください。 
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